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一新塾道州制チーム提言 

ふるさと納税 
 

ふるさと納税 

 個人の人格形成を育んだ地域に、個人の所得税の一定割合を納税すること。 

ふるさとにおける人材育成のコストを考慮に入れた新しい税制の提案です。  

地域主権の現状 

 地域に根ざした生活者主権の世の中をつくることが最も大事なことです。 

しかし、仕事が少なく人々が集まりにくい地域もあれば、仕事が多く人々が集まってくる地域もあり

ます。                    -----------＞     地域格差     

  仕事が多く人々の集まる地域に税金が集中するというのが今の税制です。 

これは、人々が収入を得るに至った人材育成のコストを忘れた不完全な制度だと思います。 

                           -----------＞   地方交付税の弊害  

                                                                                                     

                                    地方交付税 

                    

           

                      住民税    所得税 

                                         所得税×32％ 

           

 地方へ分配   固定資産税       

                        地方税  租税総額 

                事業税                                   法人税×36％      

                        国税       

               その他                法人税   

                 その他         消費税            消費税×29.5％      

                      関税                                      酒税×32％          

                                        たばこ税×25％ 

所得税 

 所得税とは、個人の所得に対して課せられる国税です。個人がその所得を得る至った人材育

成があってこそ、所得を得られるのです。この点を考慮に入れた税制を考える必要があるのではな

いでしょうか。 
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ふるさと納税  

１．定義 

  個人の所得税の一定割合を個人が育ったふるさとに納税するという新税制度。 

２．ふるさとの定義 

  個人が小中学校の義務教育期間、過ごした都道府県。 

 ・小中学校時代、複数の都道府県に移り住んだ場合、 

    期間の長い２カ所に２分割納税する。 

 ・この期間海外に住んでいた人は、自分で自分のふるさと都道府県を指定する。 

（個人の確定申告書にふるさと欄を設け、個人による書き込み式とする。個人の申告を信用すると

いう立場に立つ。）     

３．意義 

   所得税を納めるようになった個人を育てたのは、個人のふるさとである。 

ふるさとなくして個人の現在の姿は無い。人間形成、技能修得の大切な時期を過ごした    ふる

さとに、恩返しの意味で所得税の一定割合を納税することは、理にかなったことであり、日本人の精

神構造にも合致すると思われる。個人に対する人材育成のコストがかかっているのだから。 

主体的生活者が増え、地方での就職生活を送るケースが増えたとは言え、やはり、仕事が集中す

る大都市に人口が集中し、産業や税金が集中するのは避けられない。多くの首長が「地域主権」を

唱えている。地域に産業を誘致したり、ふるさとＵターンを推奨したり、地道な活動を展開している

が、今こそ本質的に「地域主権」を実現するための新しい税財政を実現する必要がある。 
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 図・１ 勉学と就労の関係図 死 

誕生 



ふるさと納税 2002.11.02 一新塾 道州制チーム 吉田博則 

 

3 

3 

例・スポーツ選手 

 それぞれの選手がのびのびと技能鍛錬をする環境が必要である。ジャイアンツの選手が全て後楽園周辺

のコンクリートの校庭に押し込まれ育ったら、今日の姿はない。松井やイチローが今日あるのもそれぞれのふ

るさとの大地や風土があったからである。ちなみにイチローは恩返し納税のためふるさとに住民票を置いた

ままである。オリックス時代の 2000 年には 5000 万円を超える額を納税した。 

例・芸能人 

 沖縄出身の芸能人が急増している。   

りんけんバンド、今井絵理子、石嶺聡子、上原多香子,、知念里奈、MAX、喜納昌吉&チャンプルーズ、 ダ・

パンプ、ディアマンテス、安室奈美恵、ガレッジセールなど、彼らの音楽的素養を育てたのは沖縄であり、東

京ではない。 

例・高額納税者 

 長者番付で上位のユニマットグループ代表・高橋洋二氏は、沖縄への恩返しと、開発を進める自治体に

転居。当初、住民登録した宮古島の上野村では住民税収入が３倍増し、名誉村民に選ばれた。 

４．好循環 

   小中学校の教育者達が、新しい視点を持たざるを得ない。 

「学校の勉強を出来る子が全てに優先するわけではない」という視点だ。 

落ちこぼれの中から、偉大なスポーツ選手に育ち、高額のふるさと納税する人物が誕生するかも

しれないし、登校拒否の生徒が世界に通用する偉大なる作家になって外貨を稼ぎふるさと納税

する可能性がある。そうすると、小中学校の教育者達は、学校の勉強という基準の他に流動的な

「物差し 」を持って生徒に接する必要に迫られる。個々の児童、生徒の個性を尊重し、その才能

を伸ばすのが真なる教育であるという本質的なビジョンに辿りつくであろう。 

５．ふるさと納税率 

  個人の所得税の３０パーセントとする。 

残りの７０パーセントは従来通り、現在生活している地域の税務署に国税として納める。 

           

 総論  

 所得税、法人税、消費税等が国税として一度中央に集められ、その後中央のルールで地方交付税・

国庫補助金として各地域に分配されと、収支（歳入、歳出）を地域単位で割り出すことが出来ない。 

 生活者は教育を受けた結果として職業について、所得をあげることが出来る。『ふるさと納税』を導入し、

社会システム運営の基盤を地域の自治体に移し地方主権を加速しよう。そして、その後に来るのは地

域単位の独立採算制、道州制である。 

 

                                               文責 : 吉田博則 
 


